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In brief 
 
2022 年度（令和 4 年度）税制改正大綱において、2022 年 4 月 1 日以後開始事業年度より施行されるグル

ープ通算制度における投資簿価修正の改正案が公表されています。 
 
2022 年 4 月 1 日以後開始事業年度より施行予定のグループ通算制度においては、通算子法人の離脱時

に現行の連結納税制度と同様に投資簿価修正が生じることになります。グループ通算制度下においては通

算子法人株式の帳簿価額が当該通算子法人の簿価純資産価額になるため、株主である通算法人が、保有

する通算子法人株式をいわゆるのれん相当額を含む金額で取得していた場合、その通算子法人株式を譲

渡する際に、そののれん相当額を帳簿価額として認識できないことが想定されていました。 
 
本税制改正大綱により、通算子法人株式取得時における資産調整勘定等対応金額については、株主であ

る通算法人において、その通算子法人株式の帳簿価額への加算が可能となる措置が講じられることとなり

ました。 
 
ただし、離脱時において資産調整勘定等対応金額を帳簿価額に加算するためには、離脱時の属する事業

年度の確定申告書等にその計算に関する明細書を添付し、その計算の基礎となる事項を記載した書類を保

存する必要があります。よって、株主である通算法人は、通算子法人株式について、過去の取得時に遡って

資産調整勘定等対応金額を計算する必要があり、実務上、過去の取得時の情報を収集する等の事務負担

が生じることが想定されます。 
 
この点、資産調整勘定等対応金額の計算方法や保存書類については、今後、政省令等の公表により明ら

かにされていくものと考えられます。 
 
In detail 
 
1. グループ通算制度における投資簿価修正の概要 
グループ通算制度においては、通算子法人が通算グループから離脱することとなる場合、株主である通算

法人が保有するその通算子法人株式の帳簿価額は、投資簿価修正により、離脱直前のその通算子法人の

簿価純資産価額に修正されることとなりました。 
 
グループ通算制度における投資簿価修正の概要については、当法人発行のニュースレター2020 年 8 月 5
日付「グループ通算制度における投資簿価修正の改正の留意点」を参照ください。 
 
 
 

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/tax-mergers-and-acquisitions/manda-taxnews-issue124.html
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2. 2022 年度税制改正大綱における投資簿価修正の改正点 
グループ通算制度における投資簿価修正においては、通算子法人が離脱する場合、株主である通算法人

が、保有する通算子法人株式を離脱直前の簿価純資産価額に修正することとなります。仮に、次項の「3．
設例」の前提事項のように、通算法人が離脱する通算子法人株式をいわゆるのれん相当額を含む金額で

取得しており、当該取得価額と離脱時の簿価純資産価額に乖離が生じているような場合、その通算子法人

株式を譲渡する際に、そののれん相当額や買収時における資産の含み益が譲渡原価を構成しないこととな

り、単体納税や現行の連結納税に比して、その通算子法人株式の譲渡損が過少または譲渡益が過大にな

ることが想定されておりました。 
 
本税制改正大綱においては、その通算子法人 1株式取得時の取得価額と離脱時の簿価純資産価額との差

額のうち、のれん（資産調整勘定等対応金額）の部分について、一定の計算明細書の添付および基礎資料

の保存の要件を充足する場合には、離脱時に通算子法人株式の帳簿価額とされるその通算子法人の簿価

純資産価額に、その資産調整勘定等対応金額を加算する措置が講じられています。 
 
本税制改正大綱によると、資産調整勘定等対応金額 2とは、通算子法人の通算開始、加入前に通算グルー

プ内の法人が時価取得した子法人株式の取得価額のうち、その取得価額を合併対価としてその取得時に

その通算子法人を被合併法人とする非適格合併を行うものとした場合に資産調整勘定又は負債調整勘定

として計算される金額に相当する金額をいいます。子法人株式の時価取得が段階的に行われる場合又は

通算グループ内の複数の通算法人により行われる場合には、各通算法人の各取得時における調整勘定と

して計算される金額に対応する金額に取得株式数割合を乗じて計算した金額の合計額とされています。 
 
なお、本税制改正大綱は、連結納税制度からグループ通算制度に移行したグループの連結開始、加入子

法人についても、対象となります。 
 
 
3. 設例 
のれん相当額を含む金額で取得した通算子法人株式を譲渡する場合の本税制改正大綱による影響につい

て、下記の設例で、単体納税、グループ通算制度、本税制改正大綱によるグループ通算制度のそれぞれの

場合における通算子法人株式の譲渡損益の計算を比較します。 
  

 
1 対象となる通算子法人からは、主要な事業が引き続き行われることが見込まれていないことにより通算制度からの離脱等に伴う資産

の時価評価制度の適用を受ける法人が除かれます。 
2 資産調整勘定等対応金額は、上記の通算子法人を被合併法人等とする非適格合併等が行われた場合には 0 とされます。 

（前提事項） 
 

• X1 期に A 社が B 社株式の 100%を 100 億円で取得 
• 買収時の B 社の簿価純資産価額 50 億円、土地の含み益 10 億円、のれん（資産調整勘定等

対応金額）40 億円 
• X2～5 期に B 社で 10 億円の欠損が生じた 

（グループ通算制度の場合には、A 社の所得と相殺） 
• X6 期初に A 社が B 社株式を全て資本関係のない C 社に 50 億円で譲渡 
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The takeaway 
 
本税制改正大綱により、グループ通算制度下における投資簿価修正として、通算法人離脱時の簿価純資

産価額に資産調整勘定等対応金額が加算される措置が講じられることとなったため、通算子法人株式取得

時の取得価額と離脱時の簿価純資産価額との差額のうち、資産調整勘定等対応金額の部分については、

株主である通算法人において、譲渡原価に含まれることとなります。一方、取得価額と離脱時の簿価純資産

価額との差額のうち、資産の含み益の部分については、本税制改正大綱の対象となっていないため、株主

である通算法人は、その通算子法人を譲渡することを検討する場合に、投資簿価修正による影響を引き続

き慎重に検討する必要があると考えられます。 
 
また、株主である通算法人は、通算子法人株式について、過去の取得時に遡って資産調整勘定等対応金

額を計算し、かつ、その基礎資料を保存する必要があるため、実務上、過去の取得時の情報を収集すること

に事務負担が生じることや情報の取得自体が困難であることにより、本税制改正大綱による措置を利用で

きないことも想定されます。この点、資産調整勘定等対応金額の計算方法や保存資料等については、今後、

政省令等の公表により明らかにされていくものと考えられ、引き続き注視が必要です。 
 
 
Let’s talk 
 

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問

い合わせください。 

PwC 税理士法人  
〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー 
www.pwc.com/jp/tax 
 
パートナー  
山田 祐介 
 

ディレクター 
関口 佳弘 

マネージャー 
中嶋 俊 
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